
 

 

「第 30回世界少年野球大会福岡大会企画運営業務」 

企画提案公募実施要領 

 

 第 30 回世界少年野球大会福岡大会実行委員会（事務局：福岡県人づくり・県民生活部スポー

ツ局スポーツ企画課）では、「第 30回世界少年野球大会福岡大会企画運営業務」を委託により実

施するにあたり、契約候補者を選定するための企画提案公募を下記のとおり実施します。 

 

１ 業務の概要 

(１) 業務名 第 30回世界少年野球大会福岡大会企画運営業務 

(２) 業務の目的 

 第 30回世界少年野球大会福岡大会（以下「本大会」という。）を開催するにあたり、

開催 9 市町と連携を図り、福岡ならではのイベントを実施することで、福岡県全体に

スポーツの良さを浸透させること。また、本大会の認知度を高め、大会に向けた機運

を醸成し、参加者及び受入者の安全・安心を担保し、国際交流を通じた活力あるまち

づくりに寄与すること。 

(３) 業務内容 

① イベントの企画・運営 

② 各種手配 

③ 精算業務 

④ その他 

・運営スタッフを配置し、所属・名前及びメールアドレスを公表すること。 

・イベント内容が明確に分かるよう資料を作成し、事前に共有すること。 

(４) 仕様書 

別添「業務委託仕様書」のとおり 

（※仕様書は現時点のものであり、契約候補者との協議を踏まえて最終決定する。） 

 

２ 委託期間 

 契約締結日から令和６年９月３０日まで 

 

３ 委託上限額 

 ２２，０００千円以内（消費税及び地方消費税含む） 

   

４ 参加資格 

 企画提案に応募できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

① 仕様書に示す業務を履行する能力を有する者であること。 

② 大会企画・運営の業務実績があり、かつ実績のある担当者又は大会運営に精通した

担当者が当該業務に従事できること。 

③ 委託業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な経営基盤を有すること。 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参

加者の資格）に規定する者に該当しないこと。 

⑤ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立がなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立がな

されている者でないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続

開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。） 

⑥ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１



 

 

３管達第６６号）に基づく指名停止期間中でない者。 

⑦ 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者。 

 

５ 手続き等 

(１) 契約候補者の選定方法及び審査基準 

ア 選定方法 

 提出された企画提案書について審査会により審査し、最も優秀な提案を行っ

た事業者を契約候補者とする。なお、提案者はプレゼンテーションを実施する

こと。 

イ 審査項目及び審査内容等 

審査項目 審査内容 

業務遂行能力 

(1) 業務を適正かつ効率的に履行できるような実施体制になってい

るか 

(2) 県や世界少年野球推進財団及び開催 9 市町と円滑な連携が図れ

る体制になっているか 

(3) 同種又は類似業務の実績から効率的な業務の履行が見込まれる

か 

提案内容 

(1) 大会の機運醸成が見込まれるような提案内容になっているか 

(2) 開催 9 市町をＰＲし、福岡での記念大会ならではの内容になっ

ているか 

(3) 県の負担軽減を踏まえた提案内容になっているか 

経費 (1) 見積単価が業務内容に見合っており、適正であるか 

 

(２) スケジュール 

令和６年４月１９日（金） 公募開始 

    ４月２６日（金） 参加意思表明書受付締切、質疑受付締切 

    ５月 １日（水） 質疑に対する回答 

７日（火） 参加辞退届書提出締切 

       ８日（水） 企画提案書受付締切 

      １０日（金） 審査会（プレゼンテーション） 

      中旬  審査結果通知、契約締結 

 

  



 

 

 

(３) 問い合わせ先及び企画提案書等提出先 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 ８階北棟 

福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ企画課スポーツ交流係 末永 尚也 宛 

電 話：０９２－６４３－３４０５／ＦＡＸ：０９２－６４３－３４０８ 

 

(４) 参加意思表明書の提出 

 参加を希望する者は、参加意思表明書を提出すること。参加意思表明書の提出がな

い者の参加は認められない。 

 

ア 提出書類：参加意思表明書（様式１） 

イ 提出期限：令和６年４月２６日（金）１７時まで（必着） 

ウ 提出方法：（３）に持参又は郵送すること。 

 

(５) 質疑の受付、回答 

ア 質問の受付 

 本件に係る質問は、以下のとおり受け付けるものとする。 

① 質問方法 

 質問書（様式３）に記載の上、下記メールアドレスに電子メールで送付

すること。送付後は必ず電子メールを送付した旨を電話で連絡すること。 

なお、簡易なことであっても、電話及び口頭による質問は受け付けない。 

② 電話番号 

福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ企画課スポーツ交流係 

電 話：０９２－６４３－３４０５ 

③ 電子メールアドレス 

 spokikaku@pref.fukuoka.lg.jp 

④ メールの件名 

 第 30回世界少年野球大会福岡大会に係る企画・運営業務に関する質問（法

人名） 

⑤ 質問受付期間 

 令和６年４月２６日（金）１７時まで（必着） 

イ 質問の回答 

① 質問の回答は、受け付けた質問と回答を一覧表にした上で、参加意思表明

書を提出したすべての法人に送付する。ただし、質問又は回答の内容が質

問者の提案内容に密接に関わる場合は、質問者に対してのみ回答する。 

② 質問回答一覧表には、質問者の情報は記載しない。 

③ 回答予定日 

令和６年５月１日(水) 

 

(６) 提案への辞退 

ア 辞退 

① 参加意思表明書提出後、提案参加を辞退するときは、辞退書（様式５）を

提出すること。 

② 参加辞退書提出期限 

令和６年５月７日(火)１７時まで（必着） 



 

 

 

(７) 企画提案書等の提出 

ア 提出書類 

① 企画提案書表紙（様式２） 

② 企画書（任意様式、A4サイズ 20枚以内とする。） 

 仕様書に基づき、提案者の企画等を提案すること。具体的には、以下に

ついて記載すること。 

※表紙と企画書をホッチキス止め（左側２箇所）すること。 

実施 

体制 

 事業実施体制 

 スケジュール 

企画 

提案 

内容 

 ウェルカムパーティー 

 開会式 

 ホストタウン引き合わせ 

 全ホストタウン合同交流大会（雨天時含む） 

 記念植樹 

 閉会式（雨天時含む） 

 買い物体験 

 フェアウェル式 

実績  同種又は類似の業務実績 

③ 法人等の概要書（任意様式、既存のパンフレット等可） 

※ 共同体で参加をする場合は、構成員ごとの法人等の概要書とともにグ

ループ構成表（様式４）を提出すること。 

④ 見積書（Ａ４：様式自由） 

イ 提出部数：８部 

ウ 提出期限：令和６年５月８日（水）１７時まで（必着） 

エ 提出方法：（３）に持参又は郵送 

オ 審査会（プレゼンテーション） 

① 日時：令和６年５月１０日（金）９時から１２時までの２５分程度 

② 場所：福岡県庁地下 1階南棟 人づくり・県民生活部会議室 

③ 持ち時間：１社２５分程度（説明１５分、質疑応答１０分予定） 

 プレゼンテーションは、企画提案書を基に実施すること。 

 各社の実施時間は別途通知します。 

④ 書面審査について 

 企画提案書の提出が４者以上であった場合は、事務局による書面審査に

より、プレゼンテーションを行う３者を選定いたします。 

 

(８) 企画提案参加に際しての注意事項 

ア 失格又は無効 

 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

② 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

④ 実施要領等に違反すると認められる場合 

⑤ その他、発注者が提示した事項に違反した場合 

イ 著作権等 



 

 

 提出書類の内容に含まれるイラスト、写真等に関連して第三者との間に生じた

紛争等については、すべて提案者が責任を負うこと。 

ウ 複数提案の禁止 

 提案者は複数の提案書の提出は不可とする。 

エ 提出書類の変更の禁止 

 提出期限後の提出書類の変更、差し替え、再提出は認めない。 

オ 提出書類の返却 

 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

カ 費用負担 

 企画提案書の作成・提出等、参加に要する経費等はすべて提案者の負担とする。 

キ その他 

① 提案者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意したも

のとする。 

② 提出書類を提出後、契約締結までの間に提案者が指名停止等の事由に至っ

た場合は、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。この場

合において、該当する者が契約候補者とされている場合は、次順位の者と

手続を行う。 

③ 提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに（３）に連絡するとと

もに、書面（様式不問）により届け出ること。 

 

６ 契約手続き 

① 契約候補者として選定された者は、発注者と別途協議を行い、協議が整った場合に

は、福岡県との契約締結となる。 

② 契約候補者との協議が整わない場合は、次点者と同様の手続きを行う。 


